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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２４年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年８月２３日 １４時３０分ごろ 

発生場所 長崎県西海市瀬戸港西方沖 

 西海市所在の頭
かしら

島南灯台から真方位２６３°６,０５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５４.４′ 東経１２９°３４.４′） 

インシデント調査の経過 平成２４年９月１０日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ２０１恵比須
え び す

丸、１９トン  

ＮＳ２－１０６１１（漁船登録番号）、株式会社勉水産 

２０.７０ｍ（Lr）×４.２８ｍ×１.９１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５５８.９８kＷ、平成９年３月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 昭和５９年４月２６日 

免許証交付日 平成２０年１０月２７日 

         （平成２６年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機６番シリンダのクランクピン軸受、ピストンピン軸受及び主軸受

の焼付き 

 インシデントの経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、平成２４年８月２３日１４時０

０分ごろ瀬戸港を出港し、同港西方沖を漁場に向けて航行中、１４時

３０分ごろ主機が異音を発して停止した。 

本船は、僚船にえい
．．

航されて瀬戸港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 その他の事項 主機は、潤滑油が、主軸受から給油穴を経てクランクピン軸受、及

びピストンピン軸受を潤滑するようになっていたが、本インシデント

後、主機が開放されたところ、６番シリンダの主軸受メタルが経年使

用で摩耗し、クランク軸と連れ回り、メタルキャップとの給油穴がず

れて塞がれたことにより、潤滑油が給油されなくなり、クランク軸等

が焼き付いたことが判明した。 
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主機は、年間約２,０００時間使用されていたが、平成１７年５月

に４～６番のシリンダライナが亀裂損傷した際、ピストン抜出し整備

を行い、シリンダライナ及びピストンリングの全数を交換したもの

の、その後、ピストン抜出し整備や主軸受メタルの開放点検が実施さ

れていなかった。 

主機取扱説明書には、ピストン抜出し整備や主軸受メタルの開放点

検の目安となる運転時間又は使用経過時間が記載されていなかった。

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、瀬戸港西方沖を航行中、主機６番シリンダの主軸受メタル

が、経年使用で摩耗したことから、クランク軸と連れ回り、給油穴が

ずれて塞がれ、潤滑油が給油されず、クランク軸等が焼き付き、主機

の運転ができなくなり、運航不能になったものと考えられる。 

 ６番シリンダの主軸受メタルは、経年使用により摩耗したことか

ら、運転中に片当たりするなどしてクランク軸と接触して発熱し、滑

りを生じて連れ回ったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、瀬戸港西方沖を航行中、主機６番シリ

ンダの主軸受メタルが、経年使用で摩耗したため、クランク軸と連れ

回り、給油穴がずれて塞がれ、潤滑油が給油されず、クランク軸等が

焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、主機の主要な部品について、運転時間や使用経過

時間に応じた整備基準を機関製造業者に問い合わせるなどし、適

切な時期に点検及び整備を実施すること。 

 




